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 この標準支給量は、「厚生労働大臣が定める障害福祉サービス等負担対象額に関する

基準等（平成１８年厚生労働省告示第５３０号、以下「負担基準」という。）」及び「障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サ

ービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成

１８年厚生労働省告示第５２３号、以下「算定基準」という。）」の最新年度に通知さ

れたものに基づいています。 

 ただし、障害福祉サービスの種類によっては、負担基準及び算定基準によらず、市

独自の基準により時間数等を定めています。 

 なお、単位数から換算した時間数については、当該サービスの原則的な利用時間単

位で算出した便宜上の上限値であり、実際の支給量は、単位数の範囲内で利用計画に

基づいて算出することとなります。  

 




























